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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向と、
　前記長手方向と直交する幅方向と、
　前胴周り域と、
　後胴周り域と、
　前記前胴周り域と前記後胴周り域との間の股下域と、
　少なくとも前記股下域に配置された吸収体と、
　前記後胴周り域で前記幅方向において前記吸収体よりも外側に延出する一対のフラップ
部と、
　前記一対のフラップ部に設けられ、前記前胴周り域に係合するフックを有するファスニ
ングテープと、を有する吸収性物品であって、
　前記ファスニングテープは、少なくとも３層に折り畳まれた展開可能な折り畳み部を有
しており、
　前記フラップ部は、前記吸収性物品の折り畳み状態において、前記長手方向に沿った長
手折り線を起点に折られており、
　前記長手方向における前記吸収体の後側に、ウエスト伸縮部を有し、
　一対の前記フラップ部が前記長手折り線を起点に折られた状態において、前記ウエスト
伸縮部の伸縮によって一対の前記フラップ部が前記幅方向に対して斜めに傾くと共に、一
対の前記フラップ部に設けられた前記ファスニングテープどうしが重なる、吸収性物品。
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【請求項２】
　一対の前記フラップ部が前記長手折り線を起点に折られた状態において、前記ファスニ
ングテープの自由端部は、前記幅方向における前記フラップ部の外側に延出する、請求項
１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　一対の前記フラップ部が前記長手折り線を起点に折られた状態において、一対の前記フ
ァスニングテープの前記折り畳み部同士が重なっている、請求項１又は２に記載の吸収性
物品。
【請求項４】
　前記折り畳み部は、前記吸収性物品の厚み方向において、前記フラップ部を構成するシ
ートに重なる、請求項１から３のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　一対の前記フラップ部が前記長手折り線を起点に折られた状態において、前記ファスニ
ングテープの展開状態で前記折り畳み部の前記ファスニングテープの自由端部に近い部分
が、前記展開状態で前記折り畳み部の前記自由端部から遠い部分よりも肌面側に位置する
ように、前記折り畳み部が折り畳まれている、請求項４に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記ファスニングテープは、少なくとも前記折り畳み部において、前記フラップ部を構
成するシートのうち前記ファスニングテープよりも非肌面側に位置する非肌面シートと非
接合である、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記ファスニングテープを前記前胴周り域に係合させるフックが前記折り畳み部に設け
られている、請求項１から６のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記幅方向における前記折り畳み部の長さが、前記折り畳み部から前記ファスニングテ
ープの先端までの長さよりも長い、請求項１から７のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記ウエスト伸縮部は、前記幅方向において前記吸収体の外側縁よりも外側へ延びてい
る、請求項１から８のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記ウエスト伸縮部は、前記幅方向において前記長手折り線よりも外側へ延びている、
請求項１から９のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　前記吸収体を覆う表面シートを有し、
　前記表面シートの、折られた状態の前記フラップ部と重なる部分に、賦形が形成されて
いる、請求項１から１０のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１２】
　前記幅方向における前記吸収性物品の中央を挟んで両側に設けられた一対のレッグサイ
ドギャザーを有し、
　前記レッグサイドギャザーは、少なくとも前記股下域で前記長手方向に沿って延びてお
り、
　前記レッグサイドギャザーの有効伸縮領域の一部が前記フラップ部に達している、請求
項１から１１のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファスニングテープを備えたいわゆるテープタイプの吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載されているように、いわゆるテープタイプの使い捨ておむつのような
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吸収性物品が知られている。特許文献１に記載された吸収性物品は、着用者の前胴周りに
配置される前胴周り域と、着用者の股下域に配置される股下域と、着用者の後胴周りに配
置される後胴周り域と、を有する。後胴周り域には、前胴周り域に止着可能なファスニン
グテープが設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－６１１５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　吸収性物品は、通常、包装時に折り畳まれた状態になっている。補助者又は着用者が吸
収性物品を着用する際、まず折り畳まれた吸収性物品を展開する。この際に、前胴周り域
のフラップ部が長手方向に沿った長手折り線で折られていると、フラップ部を長手折り線
で展開する動作がわずらわしい場合がある。
【０００５】
　したがって、より展開し易い構造を有するテープタイプの吸収性物品が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様に係る吸収性物品は、長手方向と、前記長手方向と直交する幅方向と、前胴周り
域と、後胴周り域と、前記前胴周り域と前記後胴周り域との間の股下域と、少なくとも前
記股下域に配置された吸収体と、前記後胴周り域で前記幅方向において前記吸収体よりも
外側に延出する一対のフラップ部と、前記一対のフラップ部に設けられ、前記前胴周り域
に係合するフックを有するファスニングテープと、を有する。前記ファスニングテープは
、少なくとも３層に折り畳まれた展開可能な折り畳み部を有している。前記フラップ部は
、前記吸収性物品の折り畳み状態において、前記長手方向に沿った長手折り線を起点に折
られている。一対の前記フラップ部が前記長手折り線を起点に折られた状態において、一
対の前記フラップ部に設けられた前記ファスニングテープどうしが重なる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１実施形態に係る吸収性物品の平面図である。
【図２】図２は、図１に示す長手折り線ＦＬ３で折られた吸収性物品の平面図である。
【図３】図３は、図１の３Ａ－３Ａ線に沿った吸収性物品の断面図である。
【図４】図４は、折り畳まれた状態のファスニングテープの拡大図である。
【図５】図５は、展開されたファスニングテープの拡大図である。
【図６】図６は、図４に示したＦ２－Ｆ２線に沿ったファスニングテープの断面図である
。
【図７】図７は、図５に示したＦ３－Ｆ３線に沿ったファスニングテープの断面図である
。
【図８】図８は、折られたフラップ部の下側に生じる隙間を説明するための模式図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（１）実施形態の概要
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【０００９】
　一態様に係る吸収性物品は、長手方向と、前記長手方向と直交する幅方向と、前胴周り
域と、後胴周り域と、前記前胴周り域と前記後胴周り域との間の股下域と、少なくとも前
記股下域に配置された吸収体と、前記後胴周り域で前記幅方向において前記吸収体よりも
外側に延出する一対のフラップ部と、前記一対のフラップ部に設けられ、前記前胴周り域
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に係合するフックを有するファスニングテープと、を有する。前記ファスニングテープは
、少なくとも３層に折り畳まれた展開可能な折り畳み部を有しており、前記フラップ部は
、前記吸収性物品の折り畳み状態において、前記長手方向に沿った長手折り線を起点に折
られており、一対の前記フラップ部が前記長手折り線を起点に折られた状態において、一
対の前記フラップ部に設けられた前記ファスニングテープどうしが重なる。
【００１０】
　フラップ部が折られた状態で一対のファスニングテープ同士が重なっているため、ファ
スニングテープ同士が重なった部分の厚みが増すことになる。これにより、少なくとも一
方のフラップ部（上側に位置するフラップ部）が上方に浮きやすくなり、当該一方のフラ
ップ部の下に隙間が生じ易くなる。したがって、補助者又は使用者は、この隙間により指
を挿入しやすくなり、容易にフラップ部を展開することができる。
【００１１】
　好ましい一態様によれば、一対の前記フラップ部が前記長手折り線を起点に折られた状
態において、前記ファスニングテープの自由端部は、前記幅方向における前記フラップ部
の外側に延出する。
【００１２】
　ファスニングテープの自由端部がフラップ部の外側に出ているため、フラップ部の自由
端部から長手折り線までの距離を比較的長くすることができる。これにより、フラップ部
の曲げ起点であるファスニングテープの自由端部が長手折り線から遠ざかるので、長手折
り線付近においてフラップの下側により隙間が出来やすい。したがって、補助者又は使用
者は、この隙間により指を挿入しやすくなり、より容易にフラップ部を展開することがで
きる。
【００１３】
　好ましい一態様によれば、一対の前記フラップ部が前記長手折り線を起点に折られた状
態において、一対の前記ファスニングテープの前記折り畳み部同士が重なっている。
【００１４】
　ファスニングテープの少なくとも３層に重なった折り畳み部どうしが重なっているため
、ファスニングテープ同士が重なった部分の厚みがより増すことになる。これにより、少
なくとも一方のフラップ部がより上方により浮きやすくなり、フラップ部の下に隙間がよ
り生じ易くなる。したがって、補助者又は使用者は、この隙間により指を挿入しやすくな
り、より容易にフラップ部を展開することができる。
【００１５】
　好ましい一態様によれば、前記折り畳み部は、前記吸収性物品の厚み方向において、前
記フラップ部を構成するシートに重なる。
【００１６】
　折り畳み部は、少なくとも３層重なった部分であるため、自由端部よりも高い剛性を有
する。そのため、補助者又は使用者が吸収性物品を両手で掴んだ状態でフラップが折られ
た状態の吸収性物品をわずかに谷折り方向に曲げると、ファスニングテープの自由端部を
支点にして、折り畳み部がフラップを構成するシートを上方に持ち上げるように作用する
。これにより、長手折り線付近に置いて、フラップ部の下方に隙間がより生じ易くなる。
したがって、補助者又は使用者は、折られたフラップの下側の隙間により指を入れやすく
なり、フラップ部をより展開し易くなる。
【００１７】
　好ましい一態様によれば、前記折り畳み部は、展開状態で前記自由端部に近い部分が、
展開状態で前記自由端部から遠い部分よりも肌面側に位置するように折り畳まれている。
【００１８】
　補助者又は使用者が吸収性物品を両手で掴んだ状態でフラップが折られた状態の吸収性
物品をわずかに谷折り方向に曲げると、ファスニングテープの自由端部を支点にして、折
り畳み部がフラップを構成するシートを上方に持ち上げるように作用し易い。これにより
、長手折り線付近に置いて、フラップ部の下方に隙間がより生じ易くなる。したがって、
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補助者又は使用者は、折られたフラップの下側の隙間により指を入れやすくなり、フラッ
プ部をより展開し易くなる。
【００１９】
　好ましい一態様によれば、前記ファスニングテープは、少なくとも前記折り畳み部にお
いて、前記フラップ部を構成するシートのうち前記ファスニングテープよりも非肌面側に
位置する非肌面シートと非接合である。
【００２０】
　ファスニングテープの折り畳み部が、ファスニングテープよりも非肌面側に位置する非
肌面シートと非接合であるため、ファスニングテープの折り畳み部は非肌面シートよりも
上方に浮き上がり易くなっている。したがって、ファスニングテープの自由端部を支点に
して、折り畳み部がフラップを構成するシートを上方に持ち上げるようにより作用し易い
。これにより、長手折り線付近に置いて、フラップ部の下方に隙間がより生じ易くなる。
したがって、補助者又は使用者は、折られたフラップの下側の隙間により指を入れやすく
なり、フラップ部をより展開し易くなる。
【００２１】
　好ましい一態様によれば、前記ファスニングテープを前記前胴周り域に係合させるフッ
クが前記折り畳み部に設けられている。
【００２２】
　フックが折り畳み部に設けられているため、折り畳み部の剛性が高くなる。したがって
、ファスニングテープの自由端部を支点にして、折り畳み部がフラップを構成するシート
をより上方に持ち上げ易くなっている。これにより、長手折り線付近に置いて、フラップ
部の下方に隙間がより生じ易くなる。したがって、補助者又は使用者は、折られたフラッ
プの下側の隙間により指を入れやすくなり、フラップ部をより展開し易くなる。
【００２３】
　好ましい一態様によれば、前記幅方向における前記折り畳み部の長さが、前記折り畳み
部から前記ファスニングテープの先端までの長さよりも長い。
【００２４】
　幅方向における折り畳み部の長さが、幅方向における自由端部の長さよりも短いと、折
り畳み部がフラップを構成するシートを持ち上げ難い。したがって、幅方向における折り
畳み部の長さは、幅方向における前記自由端部の長さよりも長いことが好ましい。これに
より、長手折り線付近に置いて、フラップ部の下方に隙間がより生じ易くなる。したがっ
て、補助者又は使用者は、折られたフラップの下側の隙間により指を入れやすくなり、フ
ラップ部をより展開し易くなる。
【００２５】
　好ましい一態様によれば、前記長手方向における前記吸収体の後側に、ウエスト伸縮部
を有する。
【００２６】
　ウエスト伸縮部により伸縮し易い領域と伸縮し難い領域とが存在する。このウエスト伸
縮部の伸縮差により、一対の折られたフラップ部が幅方向に対して斜めに傾くことがある
。この伸縮による歪みにより、フラップ部の下側により隙間がよりでき易くなる。したが
って、補助者又は使用者は、折られたフラップの下側の隙間により指を入れやすくなり、
フラップ部をより展開し易くなる。
【００２７】
　好ましい一態様によれば、前記ウエスト伸縮部は、前記幅方向において前記吸収体の外
側縁よりも外側へ延びている。
【００２８】
　ウエスト伸縮部がフラップ部を引っ張る作用が増し、一対の折られたフラップ部が幅方
向に対してより斜めに傾き易くなる。その結果、フラップ部の下側により隙間ができ易く
なる。したがって、補助者又は使用者は、折られたフラップの下側の隙間により指を入れ
やすくなり、フラップ部をより展開し易くなる。
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【００２９】
　好ましい一態様によれば、前記ウエスト伸縮部は、前記幅方向において前記長手折り線
よりも外側へ延びている。
【００３０】
　折られた状態のフラップ部が幅方向の外側へも引っ張られることになるため、フラップ
部がより傾斜し易くなり、フラップ部の下に隙間が生じやすくなる。したがって、補助者
又は使用者は、折られたフラップの下側の隙間により指を入れやすくなり、フラップ部を
より展開し易くなる。
【００３１】
　好ましい一態様によれば、吸収性物品は、前記吸収体を覆う表面シートを有し、前記表
面シートの、折られた状態の前記フラップ部と重なる部分に、賦形が形成されている。
【００３２】
　ファスニングテープの自由端部が表面シートの賦形にひっかかり易くなっている。その
ため、補助者又は使用者が吸収性物品を両手で掴んだ状態でフラップが折られた状態の吸
収性物品をわずかに谷折り方向に曲げると、ファスニングテープの自由端部は幅方向にず
れず、これによりフラップ部の下方に隙間がより生じ易くなる。したがって、補助者又は
使用者は、折られたフラップの下側の隙間により指を入れやすくなり、フラップ部をより
展開し易くなる。
【００３３】
　好ましい一態様によれば、吸収性物品は、前記幅方向における前記吸収性物品の中央を
挟んで両側に設けられた一対のレッグサイドギャザーを有し、前記レッグサイドギャザー
は、少なくとも前記股下域で前記長手方向に沿って延びており、前記レッグサイドギャザ
ーの有効伸縮領域の一部が前記フラップ部に達している。
【００３４】
　レッグキャザーによって、折られたフラップ部の根本付近が引きずられ、折られたフラ
ップ部の長手折り線付近の領域により隙間が生じ易い。したがって、補助者又は使用者は
、この隙間により指を挿入しやすくなり、より容易にフラップ部を展開することができる
。
【００３５】
　（２）吸収性物品の構成
　以下、図面を参照して、実施形態に係る吸収性物品について説明する。なお、以下の図
面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。ただし
、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることに留意すべき
である。したがって、具体的な寸法等は、以下の説明を参酌して判断すべきである。また
、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。
【００３６】
　図１は、一実施形態に係る吸収性物品の平面図である。図２は、図１に示す長手折り線
ＦＬ３で折られた吸収性物品の平面図である。図３は、図１の３Ａ－３Ａ線に沿った吸収
性物品の断面図である。図４は、折り畳まれた状態のファスニングテープの拡大図である
。図５は、展開されたファスニングテープの拡大図である。図６は、図４に示したＦ２－
Ｆ２線に沿ったファスニングテープの断面図である。図７は、図５に示したＦ３－Ｆ３線
に沿ったファスニングテープの断面図である。吸収性物品１０は、例えば、使い捨ておむ
つであってよい。本実施形態に係る吸収性物品１０は、特に親や介助者のような補助者が
乳幼児や要介助者に装着させるものであることが好ましい。
【００３７】
　吸収性物品１０は、前胴周り域Ｓ１と、股下域Ｓ２と、後胴周り域Ｓ３とを有する。前
胴周り域Ｓ１は、着用者の前胴周り部（腹部分）と接する部分である。また、後胴周り域
Ｓ３、着用者の後胴周り部（背部分）と接する部分である。股下域Ｓ２は、前胴周り域Ｓ
１と後胴周り域Ｓ３との間に位置する。
【００３８】
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　吸収性物品１０は、前後方向Ｌ及び幅方向Ｗを有する。前後方向Ｌは、前胴周り域Ｓ１
から後胴周り域Ｓ３に向かう方向、又は後胴周り域Ｓ３から前胴周り域Ｓ１に向かう方向
である。幅方向Ｗは、前後方向Ｌに直交する方向である。厚み方向Ｔは、吸収性物品１０
の肌面側から非肌面側に向かう方向、又は非肌面側から肌面側に向かう方向である。
【００３９】
　吸収性物品１０は、表面シート５０と、裏面シート６０と、吸収体４０と、を有してい
てよい。表面シート５０は、吸収性物品１０の肌面側に位置し、液透過性を有していてよ
い。裏面シート６０は、吸収性物品の非肌面側に位置し、不透液性を有していてよい。
【００４０】
　吸収体４０は、着用者の体液を吸収する材料を含む。吸収体４０は、表面シー５０と裏
面シート６０との間に設けられている。吸収体４０は、少なくとも股下域Ｓ２に設けられ
ており、前胴周り域Ｓ１と後胴周り域Ｓ３とに跨がっていてよい。吸収体４０は、着用者
の体液を吸収する吸収コア４０ａと、吸収コア４０ａを包むコアラップ４０ｂとを有して
いてよい。
【００４１】
　幅方向における吸収体４０の端部から吸収体４０の外側にわたって、サイドシート７０
が設けられていてよい。サイドシート７０は、前胴周り域Ｓ１、股下域Ｓ２及び後胴周り
域Ｓ３にわたって前後方向Ｌに延びていてよい。サイドシート７０は、１枚または２枚以
上の複数枚重ねた不織布によって構成されていてよい。
【００４２】
　吸収性物品１０は、長手方向Ｌにおける吸収体４０の後側に、ウエスト伸縮部８５を有
していてよい。ウエスト伸縮部８５は、幅方向Ｗに伸縮可能な弾性部材によって形成され
る。弾性部材は、例えば糸ゴムや伸縮性シートによって構成されていてよい。
【００４３】
　吸収性物品１０は、幅方向Ｗにおける吸収性物品１０の中央を挟んで両側に設けられた
一対のレッグサイドギャザー７１を有していてよい。レッグサイドギャザー７１は、長手
方向Ｌに伸縮可能な弾性部材によって形成される。弾性部材は、例えば糸ゴムによって構
成されていてよい。レッグサイドギャザー７１を構成する弾性部材は、例えばサイドシー
ト７０に設けられていてよい。
【００４４】
　吸収性物品１０は、幅方向Ｗにおける吸収性物品１０の中央を挟んで両側に設けられた
一対のレッグギャザー７６を有していてよい。レッグギャザー７６は、長手方向Ｌに伸縮
可能な弾性部材によって形成される。弾性部材は、例えば糸ゴムや伸縮性シートによって
構成されていてよい。レッグギャザー７６は、レッグサイドギャザー７１よりも幅方向の
外側に位置していてよい。
【００４５】
　吸収性物品１０は、前胴周り域Ｓ１と後胴周り域Ｓ３とを止着する一対のファスニング
テープ９０を有していてよい。ファスニングテープ９０は、幅方向Ｗにおける後胴周り域
Ｓ３の両側に設けられていてよい。ファスニングテープ９０は、吸収性物品１０の装着時
に、前胴周り域Ｓ１と後胴周り域Ｓ３とを止着する。具体的には、後胴周り域Ｓ３に設け
られたファスニングテープ９０を前胴周り域Ｓ１に止着することによって、吸収性物品１
０が着用者の身体に保持される。
【００４６】
　吸収性物品１０は、後胴周り域Ｓ３で幅方向Ｗにおいて吸収体４０よりも外側に延出す
る一対のフラップ部８０を有する。一対のフラップ部８０は、吸収性物品１０の折り畳み
状態において、長手方向Ｌに沿った長手折り線ＦＬ３を起点に折られている。一対のフラ
ップ部８０は、肌面側から見て長手折り線ＦＬ３を起点に谷折りされていてよい。長手折
り線ＦＬ３は、幅方向Ｗにおいて吸収体４０よりも外側に位置していてよい。
【００４７】
　フラップ部８０は、後胴回り域Ｓ３から股下域Ｓ２へ連続する外形線のうち、幅方向Ｗ
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に延びる直線に対して４５°となる点よりも、長手方向Ｌの外側の部分によって規定され
る。
【００４８】
　吸収性物品１０は、一対のフラップ部８０に設けられたファスニングテープ９０を有す
る。ファスニングテープ９０は、使用時に前胴周り域Ｓ１に係合する。ファスニングテー
プ９０は、後胴周り域Ｓ３に固定された基材９１と、基材９１上に設けられたフック材９
２と、を有していてよい。フック材９２の一面（係合面）には、前胴周り域Ｓ１に係合可
能な多数のフックが設けられていてよい。フック材９２は、使用時に前胴周り域Ｓ１と係
合可能に構成されている。
【００４９】
　ファスニングテープ９０は、少なくとも３層に折り畳まれた展開可能な折り畳み部を有
する。具体的には、ファスニングテープ９０は、ファスニングテープ９０の展開状態にお
いて、肌面側から見て山折りにされた山折り部ＦＬ２と、肌面側から見て谷折りにされた
谷折り部ＦＬ１と、を有していてよい。この場合、折り畳み部は、ファスニングテープ９
０の折り畳み状態において、山折り部ＦＬ２と谷折り部ＦＬ１との間の領域と、当該領域
に厚み方向Ｔに重なる領域と、によって規定される。
【００５０】
　ファスニングテープ９０の展開状態で、谷折り部ＦＬ１は、幅方向Ｗにおいて山折り部
ＦＬ２よりも外側に設けられていてよい。ファスニングテープ９０は、谷折り部ＦＬ１及
び山折り部ＦＬ２で折り畳まれた状態で、３つ折りにされていてよい。この場合、ファス
ニングテープ９０が折り畳まれた状態で、ファスニングテープ９０の自由端部９３は幅方
向Ｗの外側に向かって延びている。吸収性物品の展開状態において、ファスニングテープ
９０の自由端部９３は幅方向Ｗにおけるフラップ部８０の外側に延出していてよい。ファ
スニングテープ９０の自由端部９３とは反対側の固定端部９４は、後胴周り域Ｓ３に存在
するシート、例えば表面シート５０及び／又は裏面シート６０に固定されていてよい。
【００５１】
　ファスニングテープ９０が折り畳まれた状態で、フック材９２の一部は、折り畳まれて
互いに重なった面（折り畳み部）内で、フック材９２の別の部分と向かい合っていてよい
。すなわち、フック材９２は、谷折り部ＦＬ１を挟んで両側に設けられていてよい。この
場合、ファスニングテープ９０が折り畳まれた状態で、フック材９２どうしが向かい合う
ため、フック材９２が吸収性物品１０を構成する不織布に意図せず付着してしまうことを
抑制することができる。
【００５２】
　前胴周り域Ｓ１又は後胴周り域Ｓ３は、折り畳まれた状態のファスニングテープ９０の
少なくとも一部を収容する収容部７２を有することが好ましい。収容部７２は、前述した
サイドシート７０や裏面シート６０のようなシート部材によって構成されていてよい。
【００５３】
　前述したように、折り畳まれたファスニングテープ９０が収容部７２に収容される場合
、ファスニングテープ９０の自由端部９３は、収容部７２から外部に突出していることが
好ましい。吸収性物品１０を要介助者に着用させる場合、まず、吸収性物品を床に敷いた
状態で使い吸収性物品上に要介助者を寝かせる。このとき、ファスニングテープ９０の自
由端部９３が収容部７２から外部に突出していると、ファスニングテープ９０を容易に引
っ張って展開することができる。
【００５４】
　図２に示すように、一対のフラップ部８０が長手折り線ＦＬ３を起点に折られた状態に
おいて、一対のフラップ部８０に設けられたファスニングテープ９０どうしが重なる。こ
の場合、ファスニングテープ９０同士が重なった部分の厚みが増すことになる。これによ
り、少なくとも一方のフラップ部（上側に位置するフラップ部）９０が上方に浮きやすく
なり、当該一方のフラップ部８０の下に隙間Ｉが生じ易くなる。図２に示す例では、左側
のフラップ部８０の下に隙間Ｉが生じやすくなる。したがって、補助者又は使用者は、こ
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の隙間Ｉに指を挿入しやすくなり、容易にフラップ部８０を展開することができるように
なる。
【００５５】
　一対のフラップ部８０が長手折り線ＦＬ３を起点に折られた状態において、一対のファ
スニングテープ９０の折り畳み部同士が重なることが好ましい。すなわち、フラップ部８
０及びファスニングテープ９０が折り畳まれた状態で、一対のファスニングテープ９０の
少なくとも３層に重なった折り畳み部どうしが重なる。したがって、ファスニングテープ
同士９０が重なった部分の厚みがより増すことになる。これにより、少なくとも一方のフ
ラップ部８０がより上方により浮きやすくなり、フラップ部８０の下に隙間Ｉがより生じ
易くなる。したがって、補助者又は使用者は、この隙間Ｉにより指を挿入しやすくなり、
より容易にフラップ部８０を展開することができる。
【００５６】
　一対のフラップ部８０が長手折り線ＦＬ３を起点に折られた状態において、ファスニン
グテープ９０の自由端部９３は、幅方向Ｗにおけるフラップ部８０の外側に延出すること
が好ましい（図８も参照）。ファスニングテープ９０の自由端部９３がフラップ部８０の
外側に出ているため、ファスニングテープ９０の自由端部９３から長手折り線ＦＬ３まで
の距離が、フラップ部８０の幅方向Ｗの外縁から長手折り線ＦＬ３までの距離よりも長く
なる。これにより、フラップ部８０を浮き上げる起点となり易いファスニングテープ９０
の自由端部９３が長手折り線ＦＬ３から遠ざかるので、長手折り線ＦＬ３付近においてフ
ラップ８０の下側により隙間Ｉが生じやすい。したがって、補助者又は使用者は、この隙
間Ｉにより指を挿入しやすくなり、より容易にフラップ部８０を展開することができる。
【００５７】
　ファスニングテープ９０は、少なくとも折り畳み部において、フラップ部８０を構成す
るシートのうちファスニングテープ９０よりも非肌面側に位置する非肌面シート（裏面シ
ート）６０と非接合であることが好ましい。ファスニングテープ９０の折り畳み部が、フ
ァスニングテープ９０よりも非肌面側に位置する非肌面シート６０と非接合であるため、
ファスニングテープ９０の折り畳み部は非肌面シート６０よりも上方に浮き上がり易くな
っている。したがって、ファスニングテープ９０の自由端部９３を支点にして、折り畳み
部がフラップ部８０を構成するシートを上方に持ち上げるようにより作用し易い。これに
より、長手折り線ＦＬ３付近に置いて、フラップ部の下方に隙間Ｉがより生じ易くなる。
したがって、補助者又は使用者は、折られたフラップ部８０の下側の隙間Ｉにより指を入
れやすくなり、フラップ部８０をより展開し易くなる。
【００５８】
　前述したように。ファスニングテープ９０を前胴周り域Ｓ１に係合させるフック９２が
折り畳み部に設けられていることが好ましい。これにより、折り畳み部の剛性が高くなる
。したがって、ファスニングテープ９０の自由端部９３を支点にして、折り畳み部がフラ
ップを構成するシートをより上方に持ち上げ易くなる。これにより、長手折り線ＦＬ３付
近において、フラップ部８０の下方に隙間Ｉがより生じ易くなる。したがって、補助者又
は使用者は、折られたフラップの下側の隙間により指を入れやすくなり、フラップ部８０
をより展開し易くなる。
【００５９】
　幅方向Ｗにおける折り畳み部の長さは、折り畳み部からファスニングテープ９０の自由
端部９３の先端までの長さよりも長いことが好ましい。幅方向Ｗにおける折り畳み部の長
さが短いと、折り畳み部がフラップ部８０を構成するシートを持ち上げ難い。したがって
、幅方向Ｗにおける折り畳み部の長さは、折り畳み部からファスニングテープ９０の自由
端部９３の先端までの長さよりも長いことが好ましい。これにより、長手折り線ＦＬ３付
近において、フラップ部８０の下方に隙間Ｉがより生じ易くなる。
【００６０】
　ファスニングテープ９０の折り畳み部は、吸収性物品１０の厚み方向Ｔにおいて、フラ
ップ部８０を構成するシートに重なることが好ましい。折り畳み部は、少なくとも３層重
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なった部分であるため、自由端部９３よりも高い剛性を有する。そのため、補助者又は使
用者が吸収性物品を両手で掴んだ状態でフラップ部８０が折られた状態の吸収性物品をわ
ずかに谷折り方向に曲げると、ファスニングテープ９０の自由端部９３を支点にして、折
り畳み部がフラップ部８０を構成するシートを上方に持ち上げるように作用する。これに
より、長手折り線ＦＬ３付近において、フラップ部８０の下方に隙間Ｉがより生じ易くな
る。
【００６１】
　ファスニングテープ９０の折り畳み部は、展開状態で自由端部９３に近い部分が、展開
状態で自由端部９３から遠い部分よりも肌面側に位置するように折り畳まれている。補助
者又は使用者が吸収性物品を両手で掴んだ状態でフラップ部８０が折られた状態の吸収性
物品１０をわずかに谷折り方向に曲げると、ファスニングテープ９０の自由端部９３を支
点にして、折り畳み部がフラップ部８０を構成するシートを上方に持ち上げるように作用
し易い。これにより、長手折り線ＦＬ３付近に置いて、フラップ部８０の下方に隙間Ｉが
より生じ易くなる。したがって、補助者又は使用者は、折られたフラップ部８０の下側の
隙間により指を入れやすくなり、フラップ部８０をより展開し易くなる。
【００６２】
　表面シート５０の、折られた状態のフラップ部８０と重なる部分に、賦形が形成されて
いることが好ましい。ファスニングテープ９０の自由端部９３が表面シート５０の賦形に
ひっかかり易くなっている。そのため、補助者又は使用者が吸収性物品を両手で掴んだ状
態でフラップが折られた状態の吸収性物品をわずかに谷折り方向に曲げると、ファスニン
グテープ９０の自由端部９３は幅方向Ｗにずれず、これによりフラップ部８０の下方に隙
間Ｉがより生じ易くなる。したがって、補助者又は使用者は、折られたフラップ部８０の
下側の隙間Ｉにより指を入れやすくなり、フラップ部８０をより展開し易くなる。
【００６３】
　前述したように、吸収性物品は、長手方向Ｌにおける吸収体４０の後側に、ウエスト伸
縮部８５を有することが好ましい。ウエスト伸縮部８５により伸縮し易い領域と伸縮し難
い領域とが存在する。このウエスト伸縮部８５の伸縮により、一対の折られたフラップ部
８０が幅方向Ｗに対して斜めに傾く。この伸縮による歪みにより、フラップ部８０の下側
に隙間Ｉがよりでき易くなる。したがって、補助者又は使用者は、折られたフラップ部８
０の下側の隙間Ｉにより指を入れやすくなり、フラップ部をより展開し易くなる。
【００６４】
　ウエスト伸縮部８５は、幅方向Ｗにおいて吸収体４０の外側縁よりも外側へ延びている
ことが好ましい。ウエスト伸縮部８５がフラップ部８０を引っ張る作用が増し、一対の折
られたフラップ部８０が幅方向Ｗに対してより斜めに傾き易くなる。その結果、フラップ
部８０の下側により隙間Ｉができ易くなる。したがって、補助者又は使用者は、折られた
フラップ部８０の下側の隙間Ｉにより指を入れやすくなり、フラップ部をより展開し易く
なる。
【００６５】
　ウエスト伸縮部８５は、幅方向Ｗにおいて長手折り線ＦＬ３よりも外側へ延びている。
折られた状態のフラップ部８０が幅方向Ｗの外側へも引っ張られることになるため、フラ
ップ部８０がより傾斜し易くなり、フラップ部８０の下に隙間Ｉが生じやすくなる。した
がって、補助者又は使用者は、折られたフラップ部８０の下側の隙間Ｉにより指を入れや
すくなり、フラップ部８０をより展開し易くなる。
【００６６】
　レッグサイドギャザー７１は、少なくとも股下域Ｓ２で長手方向Ｌに沿って延びており
、レッグサイドギャザー７１の有効伸縮領域の一部がフラップ部８０に達していることが
好ましい。ここで、レッグサイドギャザー７１の有効伸縮領域は、伸張された状態でシー
トに接合された弾性部材の領域によって規定される。レッグサイドキャザー７１によって
、折られたフラップ部８０の根本付近が引きずられるため、折られたフラップ部８０の長
手折り線ＦＬ３付近の領域により隙間Ｉが生じ易い。したがって、補助者又は使用者は、
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この隙間Ｉにより指を挿入しやすくなり、より容易にフラップ部８０を展開することがで
きる。
【００６７】
　上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明
が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。
本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく
修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を
目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本態様によれば、展開し易い構造を有するテープタイプの吸収性物品を提供することが
できる。
【符号の説明】
【００６９】
１０　　吸収性物品
４０　　吸収体
７１　　レッグサイドギャザー
８０　　フラップ部
８５　　ウエスト伸縮部
９０　　ファスニングテープ
９２　　フック材
９３　　自由端部
９４　　固定端部
ＦＬ１　谷折り部
ＦＬ２　山折り部
ＦＬ３　長手折り線
Ｓ１　　前胴周り域
Ｓ２　　股下域
Ｓ３　　後胴周り域
Ｌ　　　長手方向
Ｗ　　　幅方向
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